
大阪赤十字病院　随意契約締結状況（令和５年１２月分）
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その他必要な
事項（備考）

救急Ｘ線ＣＴ装置 AquilionONEにかかる保守
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月1日
キャノンメディカルシステムズ株式会社
関西支社大阪支店
大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０

34,056,800円

契約業者は、当該機器の製造業者であることから、当該
機器に関しては最も熟知しており、保守等の実績並びに
信頼性があるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

HCU・SCU改修対応にかかる電子カルテシステム等の整備
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月15日
富士通Ｊａｐａｎ株式会社
大阪府大阪市中央区城見２－２－６

17,225,000円

当院電子カルテシステムベンダーであり、当院のネット
ワーク環境の詳細な情報について熟知・精通しており、シ
ステムを安全・確実にサポートできる唯一の業者であるた
め。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

シリンジポンプ　39台、輸液ポンプ　27台　購入
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月21日
エム・シー・ヘルスケア株式会社
大阪府大阪市西区南堀江１－４－１９
なんばスミソウビル９階

9,409,050円

両機器のNHA共同購入統一価格及び割戻の適用には、
NHA事務局（エム・シー・ヘルスケア株式会社）から購入
することが条件であるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

西系統自動潅水装置機器取替修理工事
大阪赤十字病院
経理部　施設課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月22日
ダイダン株式会社大阪本社
大阪府大阪市西区江戸堀１丁目９番２５号

1,800,000円

契約業者は、当該衛生設備の元施工業者であり、設備構
造を熟知しており、適切な工事を行うための必要な知識・
技術・人員を有する唯一の業者であるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

被ばく線量管理システム　一式　購入
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月22日
富士フイルムメディカル株式会社
大阪府大阪市港区弁天１－２－１
大阪ベイタワーオフィス７Ｆ

6,000,000円

契約業者は、当該備品の国内唯一の代理店であり当該
業務に必要な能力及び 経験があるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】

患者案内表示板の更新
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月28日
富士通Ｊａｐａｎ株式会社
大阪府大阪市中央区城見２－２－６

4,650,000円

現行患者案内表示板システム導入業者であり、当院の
ネットワーク環境等詳細な情報について熟知・精通してお
り、システムを安全・確実にサポートできる唯一の業者で
あるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】
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ポンプテスター　一式　購入
大阪赤十字病院
経理部　管財課
大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町５番３０号

令和5年12月28日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町５丁目４番８号

3,100,000円

契約業者は、現行機器の納入業者であり、後継機器購入
にあたり下取りを含むが、条件として現行機器の納入業
者を通す必要があるため。
【日本赤十字社会計規則第36条第4項「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」の規定による】
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